
○後志広域連合文書管理規程

平成19年７月20日 

訓令第５号 

改正 平成21年８月11日訓令第３号

第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この訓令は、広域連合長の所掌事務に係る公文書（この訓令において「文書」と

いう。）の管理に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （文書取扱いの原則） 

第２条 文書の取扱いは、的確かつ迅速に行わなければならない。 

２ 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、汚損し、又は紛失しないように万全の注意を

払わなければならない。 

３ 文書は、効率的な利用を図るため、常に一定の場所に整理して管理しなければならな

い。 

 （課長の責務） 

第３条 課長は、課等の文書事務が常に円滑に処理されるよう留意し、所属する職員を指

導しなければならない。 

２ 総務課長は、広域連合における文書事務を総括する。 

第２章 文書の収受及び配布 

 （到達文書の処理） 

第４条 広域連合に到達した文書は、総務課長が受領し、課等に直接到達したものにあっ

ては、当該課長が受領するものとする。 

２ 総務課長は、前項の規定により受領した文書を当該文書に係る事務を所管する課等に

閉封のままで、事務を所管する課長に配布するものとする。ただし、開封しなければ配

布先が判明しないときは、開封して所管する課等を確認した上で配布するものとする。 

３ 到達文書のうち、到達日時が行為の効力又は権利の取得、喪失、若しくは変更に関係

のあるものについては、当該文書の余白に到達時刻を記入し、封皮を添付するものとす

る。 

（書留等の受領） 

第５条 総務課長は、書留、簡易書留、現金書留その他の特殊郵便物を受領したときは、

書留等配布簿（別記様式第１号）に登載し、配布先を所管する課長の受領印を徴するも

のとする。 

２ 郵送された現金、金券及び有価証券を受領したときは、金券交付簿（別記様式第２号）

に所定の事項を記載の上、事務局長の閲覧を経て所管する課長に配布し、受領印を徴す

るものとする。 



 （文書の収受） 

第６条 課長は、文書の配布を受け、又は直接受領したときは、当該文書を開封し、収受

すべきものは、収受印（別記様式第３号）を押印し、文書収受簿（別記様式第４号）に

登載した後、当該文書に係る事務を所管する係に配布するものとする。ただし、軽易又

は定例的であって、相当数を一度に受領する文書で別に受領が記録される場合は、文書

収受簿への登載を省略することができる。 

２ 課長は、前項の規定により収受した文書のうち特に重要又は異例に属するものについ

ては、あらかじめ上司にその処理について指示を受けるとともに、必要があるときは、

自ら第８条の規定による処理をしなければならない。 

３ 課長は、第１項の規定により収受した文書を所管する係に配布する際には、当該文書

の処理について必要な指示をしなければならない。 

第３章 文書の起案及び決裁 

 （報告） 

第７条 次に掲げる文書については、報告書（別記様式第５号）による処理、又は当該文

書の余白に処理用紙（別記様式第６号）を貼付することによる処理により、上司及びそ

の内容に関係のある課等に報告しなければならない。 

⑴ 軽易な文書で、意思決定を要しないもの

⑵ 会議等の結果の報告（復命書によるものを除く。）

⑶ 電話又は口頭による受理に係るもの

 （文書の起案） 

第８条 行政機関として意思決定を要する文書については、回議書（別記様式第７号）に

より起案しなければならない。ただし、別に定めのあるものについては、この限りでな

い。 

２ 回議書には、案文の前に起案の理由を簡明に記し、関係法規その他参考となる書類を

添付しなければならない。 

３ 軽易又は定例的な事案については、第１項の規定にかかわらず、文書の余白に前条に

規定する処理用紙を貼付することにより起案することができる。 

４ 次に掲げる区分に該当する事案については、当該事案の区分に対応する表示を回議書

の施行及び取扱方法の欄に朱書するものとする。 

⑴ 議会に提案する議案 議案 

⑵ 法規文書 法規 

⑶ 令達文書 令達 

⑷ 公示文書 公示 

⑸ 重要文書 重要 

⑹ 取扱いに注意を要するもの 取扱注意 

⑺ 至急の取扱いを要するもの 至急 

⑻ 施行の際、特殊な取扱いを要するもの 親展、書留、速達、配達証明、内容証明、

要契印等 



５ 文書は、分かりやすく簡潔にし、必要に応じて箇条書きにすること。 

 （回議） 

第９条 回議書は、当該事案を主管する係長から順次上司の回議を経て、決裁権限を有す

る者の決裁を受けるものとし、回議を受ける者が不在のときは「不在」と、事後閲覧に

供しようとするときは「後閲」と、決裁欄にそれぞれ表示するものとする。 

（合議） 

第１０条 起案の内容について他の課等の承認又は確認等の必要があるときは、当該承認

又は確認等の権限を有する者に合議をしなければならない。 

２ 次に掲げるものについては、事務局長に合議しなければならない。 

⑴ 法規文書、令達文書及び公示文書

⑵ 議会に提案する議案

⑶ 不服の申立て及び訴訟に関するもの

⑷ 重要な要綱、要領及び契約に関するもの

⑸ その他重要又は異例に属するもの

 （代決） 

第１１条 後志広域連合事務決裁規程（平成19年後志広域連合訓令第４号）第９条の規定

に基づく代決を行うときは、決裁欄の左肩に「代」と小書きし、当該代決をした者の押

印の下に「後閲」と表示するものとする。 

第４章 文書の施行 

 （文書の名義） 

第１２条 法令の規定により権限を行使するための文書は、権限を有する者の名で施行し

なければならない。 

２ 前項の文書以外の文書は、決裁権者の名で施行することができるものとする。 

（文書の記名） 

第１３条 前条の規定により施行する文書の記名は、当該職及び氏名を表示するものとす

る。ただし、同条第２項の規定により施行する文書は、氏名を省略することができる。 

 （連絡先の表示） 

第１４条 施行文書のうち送付を要するものには、本文の末尾に当該文書を所管する課等

及び係名を連絡先として表示するものとする。 

 （記号） 

第１５条 施行文書には、文書記号を付するものとする。ただし、軽易な文書については、

この限りでない。 

２ 施行文書の記号は、別表第１のとおりとする。 

 （公印の押印） 

第１６条 施行文書には、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げるものにつ

いては、公印の押印を省略することができる。 

⑴ 刊行物、資料などの送付文

⑵ 複数の相手方に送付するために多数印刷した同一内容の一般文書（内容の重要なも



のを除く。） 

⑶ 庁内の送付文書（内容の重要なものを除く。）

⑷ 書簡文でその内容が案内状、礼状又はあいさつ状に類するもの

 （文書の発送） 

第１７条 文書の発送は、最も経済的な方法によらなければならない。 

２ 文書の発送は、総務課において郵便等発送簿（別記様式第８号）に所要事項を記載の

上、行うものとする。 

３ 文書の送達を送達すべき相手方に直接交付して行うときは、送達簿（別記様式第９号）

に所要事項を記載の上、受領印を徴するものとする。 

 （公布及び告示等を要する文書の取扱い） 

第１８条 公布及び告示等を要する文書については、その手続を総務課において行う。 

第５章 文書の保管及び保存 

 （文書の分類及び保存年限） 

第１９条 文書の保存年限は、当該文書の完結した日の属する年の翌年の１月１日又は完

結した日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して、永年、10年、５年、３年及び

１年に分類するものとする。 

２ 法令により保存年限が定められている文書及び時効が完成する期間保存する必要があ

る文書については、前項の規定にかかわらず、当該保存年限又は時効が完成する期間を

もって保存年限とする。 

３ 課長は、課等で使用する文書について別表第２に定める文書分類（保存）基準により、

文書分類（保存）表（別記様式第10号）を定め、文書を分類し、保存年限を定めるもの

とする。 

４ 課長は、前項に規定する文書分類（保存）表について、毎年度見直しをしなければな

らない。 

 （文書の整理） 

第２０条 文書は、必要に応じて誰でもすぐに取り出せるように、前条第３項に規定する

文書分類（保存)表に基づき、簿冊方式で整理しなければならない。 

（文書の保管等） 

第２１条 完結した文書は、課等において、完結した日の属する年又は当該年度の終了ま

で、保管用背表紙（別記様式第11号）を付けたファイルに綴じて保管するものとする。 

 （完結文書の編集） 

第２２条 完結文書の編集は、次に定めるところにより課等において行うものとする。 

⑴ 第19条第３項に規定する文書分類（保存）表の分類項目、保存年限ごとに区分する

こと。 

⑵ 会計年度（暦年により処理する文書にあっては暦年）ごとに区分すること。

 （完結文書の製本） 

第２３条 前条の規定により編集した文書は、保存期間の起算日から30日以内に次に定め

るところにより課等において製本しなければならない。 



⑴ 製本の厚さは、概ね６センチメートル以内とすること。

⑵ 文書目録（別記様式第12号）を付けること。

⑶ 保存用表紙（別記様式第13号）、保存用背表紙（別記様式第14号）を付けること。

 （保存箱） 

第２４条 第22条の規定により編集した完結文書で製本しがたいものは、前条の規定にか

かわらず、保存箱に収納して製本に替えることができる。この場合において、保存箱の

外面には、表紙を付さなければならない。 

（保存文書台帳への登記等） 

第２５条 前３条の規定により編集及び製本した完結文書は、課等において速やかに保存

文書台帳（別記様式第15号）に登記した後、１年間当該課等において保存するものとす

る。 

（文書の保存） 

第２６条 課長は、第21条の規定により課等において１年間の保存が終了した文書のうち

保存年限が永年、10年、５年及び３年の文書については、毎年度９月末までに書庫の所

定の書架に保存しなければならない。 

２ 前項の規定により完結文書を書庫に保存したときは、保存文書報告書（様式第16号）

２通に当該保存に係る保存文書台帳の写しを付して総務課長に提出しなければならな

い。 

３ 総務課長は、前項の報告書の提出を受けたときは、保存文書報告書１通に受領印を押

印し、課長等に交付しなければならない。 

 （報告に伴う保存文書台帳への登記） 

第２７条 課等は、第26条の規定により保存文書の報告を了したときは、その旨を保存文

書台帳に登記しなければならない。 

第６章 文書の廃棄 

 （廃棄の手続） 

第２８条 保存年限が１年のもので保存期間の満了した保存文書は、課等において所管す

る課長の決裁を経て廃棄しなければならない。 

２ 課長等は、保存年限が10年、５年及び３年のもので保存期間の満了した保存文書につ

いては、文書保存期間満了報告書（様式第17号）を総務課長に提出した後、これを廃棄

しなければならない。 

（廃棄に伴う保存文書台帳への登記） 

第２９条 課等は、前条の規定により保存文書を廃棄したときは、その旨を保存文書台帳 

に登記しなければならない。 

 （廃棄の方法) 

第３０条 廃棄する文書のうち、他に内容を知られることにより支障があると認められる

ものは、裁断、溶解、焼却その他適切な方法により処理しなければならない。 

第７章 雑則 

（雑則） 



第３１条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理について必要な事項は、総務課長の

定めるところによる。 

   附 則 

  この訓令は、平成19年７月20日から施行する。 

附 則（平成21年訓令第３号） 

この訓令は、平成21年９月１日から施行する。 



別表第１ 

  総務課      後広総 

  税務課      後広税 

  国民健康保険課      後広国 

  介護保険課      後広介 

別表第２ 

    後志広域連合文書分類（保存）基準 

１ 永年保存するもの（重要なもの） 

⑴ 後志広域連合議会に関する文書で重要なもの

⑵ 条例、規則、訓令、要綱及び通達に関する文書

⑶ 告示、公告及び許認可等の行政処分に関する文書で法律関係が10年を超えるもの

⑷ 異議の申立及び訴訟等に関する文書で重要なもの

⑸ 広域計画及び重要な事業計画の実施に関する文書

⑹ 他の執行機関との事務の委任又は補助執行に関する文書で重要なもの

⑺ 諮問、答申及び建議等に関する文書

⑻ 連合長及び副広域連合長の事務引継に関する文書

⑼ 叙勲、表彰及び重要な儀式、行事に関する文書

⑽ 寄付又は贈与の収受に関する文書で重要なもの

⑾ 予算及び決算に関する文書で重要なもの

⑿ 公債及び借入金に関する文書で重要な者

⒀ 補助金の申請及び交付に関する文書で重要なもの

⒁ 公有財産の取得及び処分に関する文書

⒂ 職員の任免及び賞罰に関する文書で重要なもの

⒃ 契約及び協定等に関する文書で重要なもの

⒄ 調査、統計及び報告等に関する文書で重要なもの

⒅ 工事施行図書で重要なもの

⒆ 広域行政と特に関係の深い史実に関する文書

⒇ 原簿及び台帳等で重要なもの

(21) その他広域行政の基本となる重要事項に関する文書で永久保存の必要があると認め

る文書 

２ 10年保存するもの（比較的重要なもの） 



⑴ 後志広域連合議会に関する文書

⑵ 告示、公告及び許認可等の行政処分に関する文書で法律関係が５年を超えるもの

⑶ 異議の申立及び訴訟等に関する文書

⑷ 比較的重要な事業計画の実施に関する文書

⑸ 他の執行機関との事務の委任又は補助執行に関する文書

⑹ 請願、陳情及び要望に関する文書で比較的重要なもの

⑺ 金銭の出納に関する文書

⑻ 公債及び借入金に関する文書で比較的重要なもの

⑼ 国庫補助金に関する文書

⑽ 公有財産の管理に関する文書で比較的重要なもの

⑾ 職員の任免及び賞罰に関する文書

⑿ 契約及び協定等に関する文書で比較的重要なもの

⒀ 調査、統計及び報告等に関する文書で比較的重要なもの

⒁ 工事施行図書で比較的重要なもの

⒂ 原簿及び台帳等で比較的重要なもの

⒃ その他10年保存の必要があると認める文書

３ ５年保存するもの（比較的簡易なもの） 

⑴ 告示、公告及び許認可等の行政処分に関する文書で法律関係が３年を超えるもの

⑵ 事務局長の事務引継に関する文書

⑶ 儀式及び行事に関する文書

⑷ 寄付又は贈与の収受に関する文書で比較的簡易なもの

⑸ 予算及び決算に関する文書で比較的簡易なもの

⑹ 公債及び借入金に関する文書

⑺ 補助金の申請及び交付に関する文書

⑻ 職員の給与及び研修に関する文書で比較的簡易なもの

⑼ 契約及び協定等に関する文書で比較的簡易なもの

⑽ 調査、統計及び報告等に関する文書で比較的簡易なもの

⑾ 工事施行図書で比較的簡易なもの

⑿ 原簿及び台帳等で比較的簡易なもの

⒀ その他５年保存の必要があると認める文書

４ ３年保存するもの（簡易なもの） 

⑴ 告示、公告及び許認可等の行政処分に関する文書で法律関係が１年を超えるもの

⑵ 事業計画の実施に関する文書

⑶ 請願、陳情及び要望に関する文書

⑷ 課長の事務引継に関する文書

⑸ 寄付又は贈与の収受に関する文書で簡易なもの

⑹ 予算及び決算に関する文書で簡易なもの

⑺ 公有財産の管理に関する文書



⑻ 職員の給与及び研修に関する文書で簡易なもの

⑼ 職員の出張及び休暇等に関する文書

⑽ 契約及び協定等に関する文書で簡易なもの

⑾ 調査、統計及び報告等に関する文書で簡易なもの

⑿ 工事施行図書で簡易なもの

⒀ 原簿及び台帳等で簡易なもの

⒁ その他３年保存の必要があると認める文書

５ １年保存するもの（特に簡易なもの） 

⑴ 庶務に関する文書で特に簡易なもの

⑵ 照会及び回答等の往復文書で特に簡易なもの

⑶ 帳票及び伝票等で特に簡易なもの

⑷ その他２年以上の保存を要さないと認める文書



別記様式第１号(第５条関係) 

書 留 等 配 布 簿 

月 日 種 別 差 出 人 名 配  布  先 受 領 印 備 考 



別記様式第２号(第５条関係) 

金 券 交 付 簿 

総務 

課長 
係長 係 受付年月日 種 別 金 額 差 出 人 摘 要 受領印 



別記様式第３号(第６条関係) 

 収受印 直径３センチメートル 

受 付

後志広域連合 

課 名 



別記様式第４号(第６条関係) 

文  書  収  受  簿 

収 受 

月  日 
件 名 (標題) 差 出 人 名 所 管 備 考



別記様式第５号（第７条関係） 

報 告 書 次のとおり報告します。 

保存区分 

永年 10年 5年 3年 1年 

 報告 

年  月  日

取 扱 方 法

報 告 先  職氏名 

報告者 

所 属 課 係 

職氏名 

文書公開区分

□公開 □非公開

□一部公開

□時限( ) 

広域連合長 副広域連合長 事務局長 課  長 

係  長 主  事 (合議) 

件名 



別記様式第６号（第７条、第８条関係） 

回 議(報告)書 

年  月  日

□公開 □非公開

□一部公開 □時限( ) 

保存区分 

永・10・5・3・1 

決裁権者

報告先 

職氏名 起案者

報告者

課 係 

職氏名 

広域連合長 副広域連合長 事務局長 課  長 係  長 主  事 



別記様式第７号（第８条関係） 

回 議 書
次のとおり決定してよろ

しいか。 

 保 存 区 分 

永年 10年 5年 3年 1年 

起 案 年  月  日 
文 書

記 号 番 号
後 広 総 号 

決 裁 年  月  日 
文 書 公 開

区 分 ○ ○

□ 公開 □非公開

□一部公開 □時限( ) 

施 行 年  月  日 
施 行 及 び

取 扱 方 法

決裁権者 

起 案 者

所 属 

課 係 

職氏名 

広域連合長 副広域連合長 事務局長 課  長 

係  長 主  事 (合議) 

件名 



別記様式第８号（第１７条関係） 

郵  便  等  発  送  簿 

区分

部名 

定 形 定 型 外 小 包 は が き



別記様式第９号（第１７条関係） 

送 達 簿 

年 月 日 件 名 送  達  先 受 領 印 備 考 



別記様式第１０号（第１９条関係） 

○○課文書分類(保存)表 

年 月 日現在 

事 務 事 業 名 文 書 名 保 存 年 限

作成要領 １ 文書分類(保存)基準に基づき課内で使用するすべての文書について作成す

ること。 

２ 文書を事務事業項目別、保存年限別に分類し列記すること。 

３ 各課共通文書については別項とすること。 



別記様式第１１号（第２１条関係） 

保管用背表紙 

年度(年)

簿 冊 名

所 属 名

課

係

保 管 用 背 表 紙 



別記様式第１２号（第２３条関係） 

文 書 目 録

簿冊名 保存区分 永・10・5・3・1

索引番号 
文書の記号

番号 
文書の日付 件 名 



別記様式第１３号（第２３条関係） 

保存用表紙 

年度(年) 

完結 

年保存 年度廃棄

棚番号 簿冊番号 

簿冊の名称 

冊のうち 号 

 所属 課 

係名 

(保管用表紙)



別記様式第１４号（第２３条関係） 

保存用背表紙 

年度(年)完結 

年保存 

年度(年)廃棄 

簿

冊

名

冊のうち 号 

棚番号 

簿冊番号 

課

係名 

保存用背表紙 



別記様式第１５号（第２５条関係） 

保 存 文 書 台 帳

棚番号 簿冊番号 簿 冊 の 名 称 保 存 期 限
廃 棄 保 存 文 書 報 告 書 

提 出 年 月 日 予 定 年 度 廃棄年月日



別記様式第１６号（第２６条関係） 

保存文書報告書 

 後志広域連合文書管理規程第26条の規定により別紙保存文書台帳写しのとおり保存す

ることとしたので報告します。 

総務課長 様 

年  月  日 

所 属 

職氏名 

保 存 文 書 台 帳 登 記 登 記 者 印 受 領 印 

年  月  日 



別記様式第１７号（第２８条関係） 

文 書 保 存 期 間 満 了 報 告 書 

年   月   日 

 所 属 課 保存文書台帳登記

完 結 年 度 保 存 年 限 棚 番 号 簿 冊 番 号 簿 冊 の 名 称 廃 棄 可 能 日 備 考 




